
「資産を保護する」「口座を調査する」などと
言って、ネットバンキング、ＡＴＭでの送金を指
示する

ビデオ通話で、偽物の
「警察手帳」や「逮捕状」
を示して不安をあおる

警察がＳＮＳ等で連絡することはありません。
警察が送金を指示することはありません。

電話でお金の話は詐欺です!!

防犯ポイント

令和７年６月12日尼崎北警察署
からのお知らせ


